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新積算システム版・業務委託おける最低制限価格・ 
調査基準価格の算出について 

 

新積算システムを使用して積算した業務委託設計書における最低制限価格・調査基準価

格算出時の留意点について、下記のとおりお知らせします。 

 

 

（１）電子計算機使用料等が計上されている設計業務の最低制限価格・調査基準価格の算出

について 

 

 

「建設関連業務における最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の設定範囲の変更並びに最低制限価格

の引上げについて（令和元年５月７日）」 
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・①の直接人件費は、「直接人件費一覧表」の合計金額とします。 

 ・「直接人件費一覧表」は縦覧図書として公表しませんので、以下の例を参考に直接人件

費を積み上げてください。 

 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内訳書、単価表の構成行

金額は端数処理（円未満

切捨て）されるため、「直

接人件費一覧表」で“数

量×単価≠合計”となる

場合があります。 

①の直接人件費 
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・②の直接経費は、「業務委託費内訳書」の直接経費に、電子計算機使用料等を加算した

金額とします（電子計算機使用料等が計上されている設計業務）。 

 

 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

③のその他原価 

④の一般管理費等 

②’ 

この部分に電子計算機使用料

等の直接経費が計上されてい

る場合、直接経費として加算し

ます。 

加算する直接経費は、原則とし

て、この部分の合計金額から①

の直接人件費合計金額を差し

引いて算出します。 

②の直接経費は②’＋②” 

②” 
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（２）電子計算機使用料等が計上されている設計業務の積算内訳書、業務数量総括表の運用

について 

 

  ・電子成果品作成費の摘要欄に「電子計算機使用料等を含む」と明記します。 

  ・積算内訳書の作成にあたっては、電子計算機使用料等は電子成果品作成費に含めて計

上してください。 
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（３）一般調査業務と解析等調査業務が計上されている地質調査業務の最低制限価格・調査

基準価格の算出について 

 

 

「建設関連業務における最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の設定範囲の変更並びに最低制限価格

の引上げについて（令和元年５月７日）」 

 

 ・①の直接調査費は、一般調査業務費の「直接調査費」とします。 

 ・②の間接調査費は、一般調査業務費の「間接調査費」とします。 

 ・③の解析等調査業務費は、解析等調査業務費の全ての費用とします。 

 ・④の諸経費は、一般調査業務費の「諸経費」とします。 
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【例】地質調査業務（一般調査） 業務委託費内訳書 

 

 

 

 

 

 

 

①の直接調査費 

②の間接調査費 

④の諸経費（間接費） 
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【例】地質調査業務（解析等調査） 業務委託費内訳書 

 

 

 

 

 

 

③の解析等調査業務費 
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（参考） 
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